
 

お知らせ  

 

この度、七尾市において、七尾駅前にぎわい館条例に基づき、中心市街地の活性化と七尾駅前の賑わ

い創出を図るとともに、災害時における住民の安心及び安全を確保するため、パトリアのリニューア

ルオープンを計画致しました。 

先般、石川県に「大規模小売店舗立地法」に基づく変更届出を行いました。 

本来、大規模小売店舗立地法に基づき、計画地周辺の地域住民の皆様に対し、当該店舗概要の周知を

図るための説明会を開催させていただくところですが、今般の新型コロナウィルスによる感染拡大防

止の観点から、届出概要の県ＨＰへの掲載、七尾市広報への掲載及び施設内の掲示をもって、説明会に

代えさせて頂きます。 

ご質問・ご意見等がございましたら、下記お問い合わせ先までご連絡下さい。 

 

【  変更届出の概要  】  

大規模小売店舗の名称・所在地 
パトリア  七尾市御祓町 1番地 

ミナ．クル 七尾市神明町 1番地 

建物設置者氏名・住所 
パトリア  七尾市 七尾市袖ケ江町イ部 25番地 

ミナ．クル 株式会社のとのと 七尾市神明町 1番地 

（1）大規模小売店舗内の店舗面積

の合計 

（変更前）15,085㎡（パトリア 12,885㎡ ミナ.クル 2,200㎡） 

（変更後）10,954㎡（パトリア 8,754㎡ ミナ.クル 2,200㎡） 

（2）駐車場の位置及び収容台数 
立体駐車場の他、屋外駐車場を 2箇所追加設置 

（収容台数 626台） ※屋外駐車場位置図参照ください。 

（3）駐輪場の位置及び収容台数 位置のみ変更（収容台数 324台） 

（4）大規模小売店舗において小売

業を行う者の開店時刻及び閉

店時刻 

（変更前）パトリア 

午前 9時から午後 9時まで 

一部午前 10時から午後 9時まで 

（変更後）パトリア 

午前 8時から午前 0時まで 

一部午前 9時から午後 8時まで 

一部午前 9時から午後 7時まで 

（5）来客が駐車場を利用すること

ができる時間帯 

（変更前） 

パトリア立体駐車場：午前 7時 30分から午後 9時 30分 

（仮称）第二地区再開発ビル立体駐車場：24時間 

（変更後） 

パトリア立体駐車場：24時間 

屋外第１駐車場、第２駐車場：午前7時30分から午後9時30分まで 

ミナ．クル立体駐車場：24時間 

（6）駐車場の自動車の出入口の数

及び位置 

（変更前）4箇所 

（変更後）7箇所 

（7）荷さばき施設において荷さば

きを行うことができる時間帯 

（変更前）午前 6時から午後 7時 

（変更後）午前 6時から午後 10時 

一部 24時間 

変更する年月日 令和 3年 4月 1日 

 



 

【  屋外駐車場位置図  】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【  届出書類の縦覧期間および縦覧場所  】  

（1）縦覧期間：令和 2年 10月 27日～令和 3年 2月 26日 

（2）縦覧場所：石川県 商工労働部 経営支援課（金沢市鞍月 1丁目 1番地） 

石川県行政情報サービスセンター及び七尾市産業部商工観光課 

（3）意見提出について： 

当該店舗の周辺地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、法

第 8 条第 2 項の規定に基づき、縦覧期間満了の日までに石川県商工労働部経営支援課に意見書

を提出することができます。 

   （石川県商工労働部経営支援課：連絡先 076－225－1521） 

 

 

【  お問い合わせ先  】  

株式会社エム・ティ・プラン 

金沢市浅野本町 2丁目 17-22 

TEL：076-252-4310  （担当：岩田） 

屋外第 1駐車場 

屋外第２駐車場 


